
1 北部海域（岩手県陸前高田市と気仙沼市との境～南三陸町と石巻市北上町との境)

2 中部海域（南三陸町と石巻市北上町との境～石巻市黒崎）

3 南部海域（石巻市黒崎～山元町と福島県新地町との境）

宮城県の貝毒監視海域の区分

３海域（ホタテガイ，ホヤ，カキ，アサリ，ウバガイ，アカガイを除くその他二枚貝等（ﾑﾗ

ｻｷｲｶﾞｲ，ｺﾀﾏｶﾞｲ，ﾄｹﾞｸﾘｶﾞﾆ及びその他二枚貝等））
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